
件
名金

融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
最
終
指
定
親
会
社
が
経
営
の
健
全
性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
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○
金
融
庁
告
示
第 

 
 

号 
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
九
年
内
閣
府
令
第
五
十
二
号
）
第
二
百
八
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
金
融
庁
長
官
が
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
最
終
指
定
親
会
社
が
経
営
の
健
全
性
の
状
況
を
記
載
し
た
書
面
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
二
年
金
融
庁
告
示
第
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
七
年 

 

月 
 

 

日 

金
融
庁
長
官 

井
藤 

英
樹 

 
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
を
削
る
。 
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改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
別
紙
様
式
第
二
号
）
 

（
別
紙
様
式
第
二
号
）
 

［
（
第
一
面
）
～
（
第
三
面
）
 
略
］
 

［
（
第
一
面
）
～
（
第
三
面
）
 
同
左
］
 

（
第
四
面
）
 

（
第
四
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
１
：
資
産
の
信
用
の
質
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
１
：
資
産
の
信
用
の
質
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
ａ
～
ｊ
 
略
］
 

［
ａ
～
ｊ
 
同
左
］
 

ｋ
 
イ
欄
に
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延

滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
）
に
該

当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
（
連
結
自
己
資

本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生

じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
と
と
も
に
、

自
金
融
機
関
が
採
用
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
の
判
定
基
準
に
つ
き
、
説
明
を
付
す
こ
と
（
資
産
区
分
等
に
よ
り
判
定
基
準
が

異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
全
て
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
。
 

ｋ
 
イ
欄
に
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延

滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
ま
た
、

連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
機
能
の
再
生
の
た
め

の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
金
融
再
生
委
員
会
規
則
第
二
号
。
以
下
「
金
融
再
生
法
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
係
る
基
準
と
し
て
、
三
月

以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
を
起
算
日

と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る
も
の
と
査
定
す
る
事
由
と
し
た
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て

は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以

下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額

を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
と
と
も
に
、
自
金
融
機
関
が
採
用
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
の
判
定
基
準
に
つ
き
、
説
明
を
付
す
こ
と

（
資
産
区
分
等
に
よ
り
判
定
基
準
が
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
全
て
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
。
 

［
ｌ
～
ｐ
 
略
］
 

［
ｌ
～
ｐ
 
同
左
］
 

（
第
五
面
）
 

（
第
五
面
）
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（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
２
：
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
貸
付
金
・
有
価
証
券
等
（
う
ち
負
債
性
の
も
の
）
の
残
高
の
変
動
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
２
：
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
貸
付
金
・
有
価
証
券
等
（
う
ち
負
債
性
の
も
の
）
の
残
高
の
変
動
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

ａ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
」
と
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比

率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
状
態
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由

（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
生
じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
指
す
も
の
と
す
る
。
 

ａ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
」
と
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比

率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
ま
た
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
係

る
基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
が
、
約
定
支

払
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る
も
の
と
査

定
す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
状
態
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い

て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。

以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
指
す
も
の
と
す

る
。
 

［
ｂ
～
ｉ
 
略
］
 

［
ｂ
～
ｉ
 
同
左
］
 

（
第
六
面
）
 

（
第
六
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
３
：
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
３
：
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。
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）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
ａ
～
ｄ
 
略
］
 

［
ａ
～
ｄ
 
同
左
］
 

ｅ
 
項
番
５
「
う
ち
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
も
の
」
の
項
に
は
、
項
番
４
「
合
計
（
１
＋
２
＋
３
）
」
の
項
に
記
載
さ
れ
た
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
報
告
基
準
日
時
点
に
お
い
て
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
資
産
を
対
象
と
し
て
計
数
を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
資
産
と
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率

告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
）
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
（
連
結
自
己
資
本
規

制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
、

そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
指
す
も
の
と
す
る
。
 

ｅ
 
項
番
５
「
う
ち
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
も
の
」
の
項
に
は
、
項
番
４
「
合
計
（
１
＋
２
＋
３
）
」
の
項
に
記
載
さ
れ
た
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
報
告
基
準
日
時
点
に
お
い
て
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
資
産
を
対
象
と
し
て
計
数
を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
資
産
と
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率

告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
ま
た
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
係
る

基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
が
、
約
定
支
払

日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る
も
の
と
査
定

す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
）
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事

由
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
生
じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
指
す
も
の
と
す
る
。
 

［
ｆ
～
ｍ
 
略
］
 

［
ｆ
～
ｍ
 
同
左
］
 

（
第
七
面
）
 

（
第
七
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

Ｃ
Ｒ
４
：
標
準
的
手
法
―
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
４
：
標
準
的
手
法
―
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
ａ
～
ee 

略
］
 

［
ａ
～
ee 

同
左
］
 

ff 
項
番

10a「
延
滞
等
（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
」
の
項
に
は
、
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
項
番

10a
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
、
他
の
項
に
重
複
し
て
計
上
し

な
い
こ
と
。
 

ff 
項
番

10a「
延
滞
等
（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
」
の
項
に
は
、
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
た
だ
し
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ

た
場
合
に
係
る
基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
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が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る

も
の
と
査
定
す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ

と
。
ま
た
、
項
番

10a
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
、
他
の
項
に
重
複
し
て
計
上
し
な
い
こ
と
。
 

［
gg～

pp 
略
］
 

［
gg～

pp 
同
左
］
 

（
第
八
面
）
 

（
第
八
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
５
ａ
：
標
準
的
手
法
―
資
産
ク
ラ
ス
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
５
ａ
：
標
準
的
手
法
―
資
産
ク
ラ
ス
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
ａ
～
bb 

略
］
 

［
ａ
～
bb 

同
左
］
 

cc 
項
番

10a「
延
滞
等
（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
」
の
項
に
は
、
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
項
番

10a
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
、
他
の
項
に
重
複
し
て
計
上
し

な
い
こ
と
。
 

cc 
項
番

10a「
延
滞
等
（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
」
の
項
に
は
、
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
た
だ
し
、
同
条
第

五
項
に
よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合

に
係
る
基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
が
、
約

定
支
払
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る
も
の

と
査
定
す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
項
番

10a
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
、
他
の
項
に
重
複
し
て
計
上
し
な
い
こ
と
。
 

［
dd～

jj 
略
］
 

［
dd～

jj 
同
左
］
 

［
（
第
八
面
の
二
）
～
（
第
二
十
九
面
）
 
略
］
 

［
（
第
八
面
の
二
）
～
（
第
二
十
九
面
）
 
同
左
］
 

（
第
三
十
面
）
 

（
第
三
十
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｂ
Ｂ
１
：
金
利
リ
ス
ク
 

［
略
］
 

 

Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｂ
Ｂ
１
：
金
利
リ
ス
ク
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
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の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
自
金
融
機
関
が
こ
の
面
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
金
利
リ
ス
ク
以
外
の
金
利
リ
ス
ク
を
計

測
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
金
利
リ
ス
ク
を
追
加
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
自
金
融
機
関
が
こ
の
面
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
金
利
リ
ス
ク
以
外
の
金
利
リ
ス
ク
を
計

測
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
金
利
リ
ス
ク
を
追
加
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

［
ａ
・
ｂ
 
略
］
 

［
ａ
・
ｂ
 
同
左
］
 

ｃ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
上
方
パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期

間
に
応
じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
表
に
定
め
る
「
パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
金
利
変

動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。
 
 

ｃ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
上
方
パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期

間
に
応
じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
表
に
定
め
る
「
パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
金
利
変

動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。
 

通
貨
 

パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

［
略
］
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨
 

350 

［
略
］
 

ス
イ
ス
通
貨
 

175 

中
華
人
民
共
和
国
通
貨
 

225 

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨
 

225 

英
国
通
貨
 

275 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通

貨
  

225 

［
略
］
 

イ
ン
ド
通
貨
 

325 

［
略
］
 

大
韓
民
国
通
貨
 

225 

［
略
］
 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨
 

275 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨
 

275 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
 

175 

［
略
］
 南

ア
フ
リ
カ
共
和
国
通
貨
 

325 

［
略
］
 

 

通
貨
 

パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

［
同
左
］
 オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨
 

300 

［
同
左
］
 

ス
イ
ス
通
貨
 

100 

中
華
人
民
共
和
国
通
貨
 

250 

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨
 

200 

英
国
通
貨
 

250 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通

貨
  

200 

［
同
左
］
 

イ
ン
ド
通
貨
 

400 

［
同
左
］
 

大
韓
民
国
通
貨
 

300 

［
同
左
］
 サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨
 

200 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨
 

200 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
 

150 

［
同
左
］
 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
通
貨
 

400 

［
同
左
］
 

 

ｄ
 
［
略
］
 

ｄ
 
［
同
左
］
 

ｅ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
ス
テ
ィ
ー
プ
化
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応

ｅ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
ス
テ
ィ
ー
プ
化
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応
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じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

「
ス
テ
ィ
ー
プ
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆S
௦௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
െ
0.65

∙൬𝑆
௦̅௧, ∙𝑒

ି
௧௫
൰

0.9

∙൜ 𝑆
̅

, ∙൬1
െ
𝑒
ି
௧௫
൰ൠ  

∆S
௦௧, ሺ𝑡 ሻは

、
ス
テ
ィ
ー
プ
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅

 

c
は
、
通
貨
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑡は

、
将
来
の
期
間
を
年
数
で
表
し
た
値
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑆
௦̅௧,  は

、
通
貨
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
「
短
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」

（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑆
̅

,  は
、
通
貨
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
「
長
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」
 

（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑥
は
、
４
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

「
ス
テ
ィ
ー
プ
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆R
௦௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
െ
0.65

∙൬𝑅 ത௦௧, ∙𝑒
ି
௧௫
൰

0.9

∙൜ 𝑅 ത
, ∙൬1

െ
𝑒
ି
௧௫
൰ൠ  

∆R
௦௧, ሺ𝑡 ሻは

、
ス
テ
ィ
ー
プ
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅

 

c
は
、
通
貨
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑡は

、
将
来
の
期
間
を
年
数
で
表
し
た
値
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑅 ത௦௧,  は

、
通
貨
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
「
短
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」

（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑅 ത,  は

、
通
貨
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
「
長
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」

（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑥
は
、
４
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

通
貨
 

短
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

長
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

［
略
］
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨
 

425 
300 

［
略
］
 

カ
ナ
ダ
通
貨
 

275 
175 

ス
イ
ス
通
貨
 

250 
200 

［
略
］
 

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨
 

350 
200 

英
国
通
貨
 

425 
250 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通

貨
  

375 
200 

［
略
］
 

イ
ン
ド
通
貨
 

475 
225 

［
略
］
 

大
韓
民
国
通
貨
 

350 
225 

メ
キ
シ
コ
通
貨
 

［
略
］
 

200 

［
略
］
 

通
貨
 

短
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

長
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

［
同
左
］
 オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨
 

450 
200 

［
同
左
］
 

カ
ナ
ダ
通
貨
 

300 
150 

ス
イ
ス
通
貨
 

150 
100 

［
同
左
］
 

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨
 

250 
100 

英
国
通
貨
 

300 
150 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通

貨
  

250 
100 

［
同
左
］
 

イ
ン
ド
通
貨
 

500 
300 

［
同
左
］
 

大
韓
民
国
通
貨
 

400 
200 

メ
キ
シ
コ
通
貨
 

［
同
左
］
 

300 

［
同
左
］
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サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨
 

375 
250 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨
 

425 
200 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
 

250 
225 

［
略
］
 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
 

［
略
］
 

225 

［
略
］
 

 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨
 

300 
150 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨
 

300 
150 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
 

200 
100 

［
同
左
］
 ア

メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
 

［
同
左
］
 

150 

［
同
左
］
 

 

ｆ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
フ
ラ
ッ
ト
化
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応
じ

た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
「
フ

ラ
ッ
ト
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆S௧௧, ሺ𝑡 ሻ
ൌ
0.8

∙൬𝑆
௦̅௧, ∙𝑒

ି
௧௫
൰
െ
0.6

∙൜ 𝑆
̅

, ∙൬1
െ
𝑒
ି
௧௫
൰ൠ  

∆S௧௧, ሺ𝑡 ሻは
、
フ
ラ
ッ
ト
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

ｆ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
フ
ラ
ッ
ト
化
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応
じ

た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
「
フ

ラ
ッ
ト
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆R
௧௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
0.8

∙൬𝑅 ത௦௧, ∙𝑒
ି
௧௫
൰
െ
0.6

∙൜ 𝑅 ത, ∙൬1
െ
𝑒
ି
௧௫
൰ൠ  

∆R
௧௧, ሺ𝑡 ሻは

、
フ
ラ
ッ
ト
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

ｇ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
短
期
金
利
上
昇
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応

じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

「
短
期
金
利
上
昇
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆𝑆
௦௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
𝑆
௦̅௧, ∙𝑒

ି
௧௫ 

∆𝑆
௦௧, ሺ𝑡 ሻは

、
短
期
金
利
上
昇
に
関
す
る
金
利
変
動
幅

 

ｇ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
短
期
金
利
上
昇
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応

じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

「
短
期
金
利
上
昇
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆𝑅
௦௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
𝑅 ത௦௧, ∙𝑒

ି
௧௫ 

∆𝑅
௦௧, ሺ𝑡 ሻは

、
短
期
金
利
上
昇
に
関
す
る
金
利
変
動
幅

 

［
ｈ
～
ｑ
 
略
］

 
［
ｈ
～
ｑ
 
同
左
］

 
［
削
る
。
］
 

ｒ
 
こ
の
面
に
お
け
る
ロ
欄
、
ニ
欄
及
び
ヘ
欄
の
「
前
期
末
」
が
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
前
と
な
る
場
合
に
は
、
当
該
欄

は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
 

［
（
第
三
十
一
面
）
～
（
第
三
十
八
面
）
 
略
］
 

［
（
第
三
十
一
面
）
～
（
第
三
十
八
面
）
 
同
左
］
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（
別
紙
様
式
第
四
号
）
 

（
別
紙
様
式
第
四
号
）
 

（
第
一
面
）
 

（
第
一
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｏ
Ｖ
１
：
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
概
要
 

［
略
］
 

 

Ｏ
Ｖ
１
：
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
概
要
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

［
ａ
～
ww 

略
］
 

［
ａ
～
ww 

同
左
］
 

xx 
項
番

25「
特
定
項
目
の
う
ち
、
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
の
項
に
は
、
標
準
的
手

法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
内
部
格
付
手
法

採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
五
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
250

パ
ー
セ
ン

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
イ
欄
及
び
ロ
欄
）
及
び

こ
れ
に
係
る
所
要
自
己
資
本
額
（
ハ
欄
及
び
ニ
欄
）
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。
 

xx 
項
番

23「
特
定
項
目
の
う
ち
、
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
の
項
に
は
、
標
準
的
手

法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
内
部
格
付
手
法

採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
五
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
250

パ
ー
セ
ン

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
イ
欄
及
び
ロ
欄
）
及
び

こ
れ
に
係
る
所
要
自
己
資
本
額
（
ハ
欄
及
び
ニ
欄
）
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
yy～

ccc 
略
］
 

［
yy～

ccc 
同
左
］
 

（
第
二
面
）
 

（
第
二
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
１
：
資
産
の
信
用
の
質
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
１
：
資
産
の
信
用
の
質
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
ａ
～
ｊ
 
略
］
 

［
ａ
～
ｊ
 
同
左
］
 

ｋ
 
イ
欄
に
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延

滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
）
に
該

当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
（
連
結
自
己
資

ｋ
 
イ
欄
に
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延

滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
ま
た
、

連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
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本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生

じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
と
と
も
に
、

自
金
融
機
関
が
採
用
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
の
判
定
基
準
に
つ
き
、
説
明
を
付
す
こ
と
（
資
産
区
分
等
に
よ
り
判
定
基
準
が

異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
全
て
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
。
 

四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
係
る
基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え

て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十

日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る
も
の
と
査
定
す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ

ャ
ー
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル

ト
事
由
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に

お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ

記
載
す
る
と
と
も
に
、
自
金
融
機
関
が
採
用
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
の
判
定
基
準
に
つ
き
、
説
明
を
付
す
こ
と
（
資
産
区
分

等
に
よ
り
判
定
基
準
が
異
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
全
て
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
。
 

［
ｌ
～
ｐ
 
略
］
 

［
ｌ
～
ｐ
 
同
左
］
 

（
第
三
面
）
 

（
第
三
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
２
：
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
貸
出
金
・
有
価
証
券
等
（
う
ち
負
債
性
の
も
の
）
の
残
高
の
変
動
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
２
：
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
貸
出
金
・
有
価
証
券
等
（
う
ち
負
債
性
の
も
の
）
の
残
高
の
変
動
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

ａ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
」
と
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比

率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
）
に
該
当
す
る
状
態
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由

（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

同
じ
。
）
が
生
じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
指
す
も
の
と
す
る
。
 

ａ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
」
と
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比

率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
ま
た
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
係

る
基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
が
、
約
定
支

払
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る
も
の
と
査

定
す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
）
に
該
当
す
る
状
態
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い

て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。

以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
指
す
も
の
と
す

る
。
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［
ｂ
～
ｉ
 
略
］
 

［
ｂ
～
ｉ
 
同
左
］
 

（
第
四
面
）
 

（
第
四
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
３
：
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
３
：
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
、
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
み

な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。

）
及
び
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
を
計
算
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
ａ
～
ｄ
 
略
］
 

［
ａ
～
ｄ
 
同
左
］
 

ｅ
 
項
番
５
「
う
ち
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
も
の
」
の
項
に
は
、
項
番
４
「
合
計
（
１
＋
２
＋
３
）
」
の
項
に
記
載
さ
れ
た
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
報
告
基
準
日
時
点
に
お
い
て
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
資
産
を
対
象
と
し
て
計
数
を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
資
産
と
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率

告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
）
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
（
連
結
自
己
資
本
規

制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
生
じ
、

そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
指
す
も
の
と
す
る
。
 

ｅ
 
項
番
５
「
う
ち
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
も
の
」
の
項
に
は
、
項
番
４
「
合
計
（
１
＋
２
＋
３
）
」
の
項
に
記
載
さ
れ
た
エ
ク
ス

ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
う
ち
、
報
告
基
準
日
時
点
に
お
い
て
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
資
産
を
対
象
と
し
て
計
数
を
記
載
す
る
こ
と

。
な
お
、
デ
フ
ォ
ル
ト
状
態
に
あ
る
資
産
と
は
、
標
準
的
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率

告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
含
む
。
ま
た
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
係
る

基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
が
、
約
定
支
払

日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る
も
の
と
査
定

す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
）
を
、
内
部
格
付
手
法
が
適
用
さ
れ
る
資
産
に
お
い
て
は
デ
フ
ォ
ル
ト
事

由
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い

て
同
じ
。
）
が
生
じ
、
そ
の
後
当
該
デ
フ
ォ
ル
ト
事
由
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
指
す
も
の
と
す
る
。
 

［
ｆ
～
ｍ
 
略
］
 

［
ｆ
～
ｍ
 
同
左
］
 

（
第
五
面
）
 

（
第
五
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

（
単
位
：
百
万
円
、
％
）
 

Ｃ
Ｒ
４
：
標
準
的
手
法
―
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
４
：
標
準
的
手
法
―
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
と
信
用
リ
ス
ク
削
減
手
法
の
効
果
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

（
注
）
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こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
ａ
～
ee 

略
］
 

［
ａ
～
ee 

同
左
］
 

ff 
項
番

10a「
延
滞
等
（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
」
の
項
に
は
、
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
項
番

10a
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
、
他
の
項
に
重
複
し
て
計
上
し

な
い
こ
と
。
 

ff 
項
番

10a「
延
滞
等
（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
」
の
項
に
は
、
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
た
だ
し
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ

た
場
合
に
係
る
基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払

が
、
約
定
支
払
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る

も
の
と
査
定
す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ

と
。
ま
た
、
項
番

10a
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
、
他
の
項
に
重
複
し
て
計
上
し
な
い
こ
と
。
 

［
gg～

pp 
略
］
 

［
gg～

pp 
同
左
］
 

（
第
六
面
）
 

（
第
六
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｃ
Ｒ
５
ａ
：
標
準
的
手
法
―
資
産
ク
ラ
ス
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
 

［
略
］
 

 

Ｃ
Ｒ
５
ａ
：
標
準
的
手
法
―
資
産
ク
ラ
ス
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
別
の
信
用
リ
ス
ク
・
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

こ
の
面
に
お
い
て
は
、
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
信
用
リ
ス
ク
、
証
券
化
取
引
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
及
び
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の

み
な
し
計
算
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う

。
）
に
係
る
信
用
リ
ス
ク
は
対
象
外
と
す
る
。
 

［
ａ
～
bb 

略
］
 

［
ａ
～
bb 

同
左
］
 

cc 
項
番

10a「
延
滞
等
（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
」
の
項
に
は
、
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。
ま
た
、
項
番

10a
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
、
他
の
項
に
重
複
し
て
計
上
し

な
い
こ
と
。
 

cc 
項
番

10a「
延
滞
等
（
自
己
居
住
用
不
動
産
等
向
け
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
除
く
。
）
」
の
項
に
は
、
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
（
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
延
滞
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
た
だ
し
、
同
条
第

五
項
に
よ
り
金
融
再
生
法
施
行
規
則
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
三
月
以
上
延
滞
債
権
に
該
当
す
る
事
由
が
生
じ
た
場
合

に
係
る
基
準
と
し
て
、
三
月
以
上
に
代
え
て
九
十
日
超
を
用
い
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
元
金
又
は
利
息
の
支
払
が
、
約

定
支
払
日
の
翌
日
を
起
算
日
と
し
て
九
十
日
超
延
滞
し
て
い
る
こ
と
を
同
項
に
規
定
す
る
要
管
理
債
権
に
該
当
す
る
も
の
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と
査
定
す
る
事
由
と
し
た
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を
い
う
。
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
項
番

10a
に
計
上
し
て
い
る
も
の
は
、
他
の
項
に
重
複
し
て
計
上
し
な
い
こ
と
。
 

［
dd～

jj 
略
］
 

［
dd～

jj 
同
左
］
 

［
（
第
六
面
の
二
）
～
（
第
二
十
三
面
）
 
略
］
 

［
（
第
六
面
の
二
）
～
（
第
二
十
三
面
）
 
同
左
］
 

（
第
二
十
四
面
）
 

（
第
二
十
四
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｂ
Ｂ
１
：
金
利
リ
ス
ク
 

［
略
］
 

 

Ｉ
Ｒ
Ｒ
Ｂ
Ｂ
１
：
金
利
リ
ス
ク
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
自
金
融
機
関
が
こ
の
面
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
金
利
リ
ス
ク
以
外
の
金
利
リ
ス
ク
を
計

測
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
金
利
リ
ス
ク
を
追
加
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

ま
た
、
自
金
融
機
関
が
こ
の
面
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
記
載
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
金
利
リ
ス
ク
以
外
の
金
利
リ
ス
ク
を
計

測
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
金
利
リ
ス
ク
を
追
加
し
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

［
ａ
・
ｂ
 
略
］
 

［
ａ
・
ｂ
 
同
左
］
 

ｃ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
上
方
パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期

間
に
応
じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
表
に
定
め
る
「
パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
金
利
変

動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。
 
 

ｃ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
上
方
パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期

間
に
応
じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
表
に
定
め
る
「
パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
金
利
変

動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。
 

通
貨
 

パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

［
略
］
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨
 

350 

［
略
］
 

ス
イ
ス
通
貨
 

175 

中
華
人
民
共
和
国
通
貨
 

225 

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨
 

225 

英
国
通
貨
 

275 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通

貨
  

225 

［
略
］
 

イ
ン
ド
通
貨
 

325 

［
略
］
 

通
貨
 

パ
ラ
レ
ル
シ
フ
ト
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

［
同
左
］
 オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨
 

300 

［
同
左
］
 

ス
イ
ス
通
貨
 

100 

中
華
人
民
共
和
国
通
貨
 

250 

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨
 

200 

英
国
通
貨
 

250 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通

貨
  

200 

［
同
左
］
 

イ
ン
ド
通
貨
 

400 

［
同
左
］
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大
韓
民
国
通
貨
 

225 

［
略
］
 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨
 

275 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨
 

275 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
 

175 

［
略
］
 南

ア
フ
リ
カ
共
和
国
通
貨
 

325 

［
略
］
 

 

大
韓
民
国
通
貨
 

300 

［
同
左
］
 サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨
 

200 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨
 

200 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
 

150 

［
同
左
］
 

南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
通
貨
 

400 

［
同
左
］
 

 

ｄ
 
［
略
］
 

ｄ
 
［
同
左
］
 

ｅ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
ス
テ
ィ
ー
プ
化
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応

じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

「
ス
テ
ィ
ー
プ
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆S
௦௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
െ
0.65

∙൬𝑆
௦̅௧, ∙𝑒

ି
௧௫
൰

0.9

∙൜ 𝑆
̅

, ∙൬1
െ
𝑒
ି
௧௫
൰ൠ  

∆S
௦௧, ሺ𝑡 ሻは

、
ス
テ
ィ
ー
プ
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅

 

c
は
、
通
貨
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑡は

、
将
来
の
期
間
を
年
数
で
表
し
た
値
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑆
௦̅௧,  は

、
通
貨
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
「
短
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」

（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑆
̅

,  は
、
通
貨
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
「
長
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」
 

（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑥
は
、
４
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

ｅ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
ス
テ
ィ
ー
プ
化
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応

じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

「
ス
テ
ィ
ー
プ
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆R
௦௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
െ
0.65

∙൬𝑅 ത௦௧, ∙𝑒
ି
௧௫
൰

0.9

∙൜ 𝑅 ത
, ∙൬1

െ
𝑒
ି
௧௫
൰ൠ  

∆R
௦௧, ሺ𝑡 ሻは

、
ス
テ
ィ
ー
プ
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅

 

c
は
、
通
貨
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑡は

、
将
来
の
期
間
を
年
数
で
表
し
た
値
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑅 ത௦௧,  は

、
通
貨
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
「
短
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」

（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑅 ത,  は

、
通
貨
に
応
じ
て
、
次
の
表
に
定
め
る
「
長
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
」

（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）

 
𝑥
は
、
４
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
同
じ
。
）
 

通
貨
 

短
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

長
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

［
略
］
 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨
 

425 
300 

［
略
］
 

カ
ナ
ダ
通
貨
 

275 
175 

ス
イ
ス
通
貨
 

250 
200 

［
略
］
 

通
貨
 

短
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

長
期
金
利
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

（
ベ
ー
シ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
）
 

［
同
左
］
 オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
通
貨
 

450 
200 

［
同
左
］
 

カ
ナ
ダ
通
貨
 

300 
150 

ス
イ
ス
通
貨
 

150 
100 

［
同
左
］
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欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨
 

350 
200 

英
国
通
貨
 

425 
250 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通

貨
  

375 
200 

［
略
］
 

イ
ン
ド
通
貨
 

475 
225 

［
略
］
 

大
韓
民
国
通
貨
 

350 
225 

メ
キ
シ
コ
通
貨
 

［
略
］
 

200 

［
略
］
 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨
 

375 
250 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨
 

425 
200 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
 

250 
225 

［
略
］
 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
 

［
略
］
 

225 

［
略
］
 

 

欧
州
経
済
通
貨
統
合
参
加
国
通
貨
 

250 
100 

英
国
通
貨
 

300 
150 

中
華
人
民
共
和
国
（
香
港
特
別
行
政
区
）
通

貨
  

250 
100 

［
同
左
］
 

イ
ン
ド
通
貨
 

500 
300 

［
同
左
］
 

大
韓
民
国
通
貨
 

400 
200 

メ
キ
シ
コ
通
貨
 

［
同
左
］
 

300 

［
同
左
］
 サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
通
貨
 

300 
150 

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
通
貨
 

300 
150 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
 

200 
100 

［
同
左
］
 ア

メ
リ
カ
合
衆
国
通
貨
 

［
同
左
］
 

150 

［
同
左
］
 

 

ｆ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
フ
ラ
ッ
ト
化
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応
じ

た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
「
フ

ラ
ッ
ト
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆S௧௧, ሺ𝑡 ሻ
ൌ
0.8

∙൬𝑆
௦̅௧, ∙𝑒

ି
௧௫
൰
െ
0.6

∙൜ 𝑆
̅

, ∙൬1
െ
𝑒
ି
௧௫
൰ൠ  

∆S௧௧, ሺ𝑡 ሻは
、
フ
ラ
ッ
ト
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

ｆ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
フ
ラ
ッ
ト
化
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応
じ

た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て
「
フ

ラ
ッ
ト
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆R
௧௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
0.8

∙൬𝑅 ത௦௧, ∙𝑒
ି
௧௫
൰
െ
0.6

∙൜ 𝑅 ത, ∙൬1
െ
𝑒
ି
௧௫
൰ൠ  

∆R
௧௧, ሺ𝑡 ሻは

、
フ
ラ
ッ
ト
化
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
 

ｇ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
短
期
金
利
上
昇
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応

じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

「
短
期
金
利
上
昇
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆𝑆
௦௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
𝑆
௦̅௧, ∙𝑒

ି
௧௫ 

∆𝑆
௦௧, ሺ𝑡 ሻは

、
短
期
金
利
上
昇
に
関
す
る
金
利
変
動
幅

 

ｇ
 
こ
の
面
に
お
い
て
「
短
期
金
利
上
昇
」
と
は
、
通
貨
及
び
将
来
の
期
間
ご
と
に
、
当
該
通
貨
及
び
当
該
将
来
の
期
間
に
応

じ
た
算
出
基
準
日
時
点
の
リ
ス
ク
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に
、
次
の
算
式
を
用
い
て
得
た
金
利
変
動
幅
（
以
下
こ
の
面
に
お
い
て

「
短
期
金
利
上
昇
に
関
す
る
金
利
変
動
幅
」
と
い
う
。
）
を
加
え
る
金
利
シ
ョ
ッ
ク
を
い
う
。

 

∆𝑅
௦௧, ሺ𝑡 ሻ

ൌ
𝑅 ത௦௧, ∙𝑒

ି
௧௫ 

∆𝑅
௦௧, ሺ𝑡 ሻは

、
短
期
金
利
上
昇
に
関
す
る
金
利
変
動
幅

 

［
ｈ
～
ｑ
 
略
］

 
［
ｈ
～
ｑ
 
同
左
］

 
［
削
る
。
］
 

ｒ
 
こ
の
面
に
お
け
る
ロ
欄
、
ニ
欄
及
び
ヘ
欄
の
「
前
中
間
期
末
」
が
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
前
と
な
る
場
合
に
は
、
当
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該
欄
は
記
載
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
 

［
（
第
二
十
五
面
）
～
（
第
三
十
面
）
 
略
］
 

［
（
第
二
十
五
面
）
～
（
第
三
十
面
）
 
同
左
］
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（
別
紙
様
式
第
六
号
）
 

（
別
紙
様
式
第
六
号
）
 

（
第
一
面
）
 

（
第
一
面
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

（
単
位
：
百
万
円
）
 

Ｏ
Ｖ
１
：
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
概
要
 

［
略
］
 

 

Ｏ
Ｖ
１
：
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
概
要
 

［
同
左
］
 

 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
注
）
 

こ
の
面
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

［
ａ
～
uu 

略
］
 

［
ａ
～
uu 

同
左
］
 

vv 
項
番

25「
特
定
項
目
の
う
ち
、
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
の
項
に
は
、
標
準
的
手

法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
内
部
格
付
手
法

採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
五
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
250

パ
ー
セ
ン

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
イ
欄
及
び
ロ
欄
）
及
び

こ
れ
に
係
る
所
要
自
己
資
本
額
（
ハ
欄
及
び
ニ
欄
）
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。
 

vv 
項
番

23「
特
定
項
目
の
う
ち
、
調
整
項
目
に
算
入
さ
れ
な
い
部
分
に
係
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
」
の
項
に
は
、
標
準
的
手

法
採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
四
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
内
部
格
付
手
法

採
用
最
終
指
定
親
会
社
に
あ
っ
て
は
連
結
自
己
資
本
規
制
比
率
告
示
第
百
五
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
250

パ
ー
セ
ン

ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
係
る
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
（
イ
欄
及
び
ロ
欄
）
及
び

こ
れ
に
係
る
所
要
自
己
資
本
額
（
ハ
欄
及
び
ニ
欄
）
を
そ
れ
ぞ
れ
記
載
す
る
こ
と
。
 

［
ww～

aaa 
略
］
 

［
ww～

aaa 
同
左
］
 

［
（
第
二
面
）
～
（
第
六
面
）
 
略
］
 

［
（
第
二
面
）
～
（
第
六
面
）
 
同
左
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
別
紙
様
式
第
二
号
第
三
十
面
及
び
別
紙
様
式
第
四
号

第
二
十
四
面
の
改
正
規
定
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 
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